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特集 : 北東アジアのFTA

１．�ようやく実現したRCEP署名

日本、中国、韓国、東南アジア諸国連
合（ASEAN）諸国、豪州、ニュージー
ランドなど東アジア15カ国は昨年（2020
年 ）11月15日、地 域 包 括 的 経 済 連 携

（RCEP）協定に署名した。同協定交渉
は上記15カ国にインドを加えた16カ国で
2013年5月に開始されたが、交渉は難航
し、合意目標時期が何度も更新され、さら
にインドが離脱して、7年かけてようやく合
意・署名に至った。RCEP は貿易や投資
の自由化を始めとして知的財産や電子商
取引のルール構築などから構成される包
括的な取り決めであり、主要国を含む多く
の国々が加盟国になっていることからメガ
FTA（自由貿易協定）と呼ばれている。

RCEP は日本、豪州、カナダなどの
11のアジア太平洋諸国を加盟国とし、
2018年3月に発効したメガ FTA である
包括的・先進的環太平洋パートナーシップ

（CPTPP）協定と対比されることが多い。

CPTPP の原型は2010年3月に開始され
2016年11月に調印された環太平洋パー
トナーシップ（TPP）である。TPP は米国
を含む12カ国で署名されたが、2017年1
月、米国はトランプ大統領の意向で TPP
から離脱し、その後、残された11カ国によ
りCPTPP が形成された。RCEPとTPP
の交渉過程においては、RCEP には中国
が参加、米国は不参加、一方、TPP に
は米国は参加、中国は不参加ということ
で、RCEPとTPP が米中対立という構図
の中で議論されてきた。

本稿では、アジア太平洋地域における
貿易や投資などの国際経済活動の枠組
構築（地域経済統合）に向けて重要な役
割を担うRCEPとTPP（CPTPP）1につ
いて、交渉経緯、協定内容、加盟国の
思惑、国際経済や国際関係への影響に
ついて考察し、それらの考察を踏まえて、
同地域における地域経済統合の意義や
その実現に向けて日本の果たすべき役割
について論じたい2。

２．�アジア太平洋での地域経済
統合の主導権を巡る日中米
の攻防

RCEP の起源は1997年～98年に発生
したアジア通貨危機に遡る。アジア通貨
危機によって困難な状況に陥った東アジ
ア諸国は98年に開催された ASEAN＋3

（日中韓）首脳会議において、韓国の
金大中大統領の提案で、危機からの回
復と危機の再来を回避するための経済
協力を検討することを目的とした東アジア
ビジョングループを設立した。同グループ
は協議を重ね、2002年に東アジア FTA

（EAFTA）構築を含む政策提案を首脳
に提出した。2005年に、民間部門の専
門家から構成される研究グループによる
EAFTA の実現可能性についての検討
が開始され、同グループは2009年に政府
レベルでの検討を始めるべきであるという
内容の報告書を纏めた。

EAFTA 研究グループ設立後、日本は
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1 CPTPP では TPP で合意された項目のごく一部が凍結されたが、ほぼすべての内容は踏襲されている。凍結項目など CPTPP については、菅原（2019）が詳しい。
2 東アジアにおける地域経済統合については、浦田（2010、2020）、モチヅキ（2010）、中川（2010）、助川（2019）等を参照。
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2006年 に ASEAN+3＋3（ASEAN10カ
国、日中韓、インド、豪州、ニュージーラン
ド）から構成される東アジア包括的経済
連携協定（CEPEA）を提案した。日本に
よる同提案の背景には、EAFTA に関す
る議論において中国が先導的な役割を果
たしていたことから、民主主義国であるイ
ンド、豪州、ニュージーランドを迎え入れて
中国の影響力を抑制し、東アジアの地域
統合において日本が主導的役割を担うと
いう戦略的な意図があった。CEPEA に
ついては EAFTAと同様に、実現可能
性を検討する民間部門の専門家による研
究グループが設立され、同研究グループ
は EAFTA 研究グループと同時に同じよ
うな内容の報告書を提出した、その後、
関係国政府によって EAFTAとCEPEA
の内容を検討する作業グループが設立さ
れ、検討が開始されたが、作業はあまり
進展しなかった。

東アジア諸国が地域レベル FTA 構築
について議論を行っている一方で、アジア
太平洋経済協力（APEC）に参加するい
くつかの国々が高水準の貿易自由化を含
む地域レベルの FTA 形成について議論
を開始した。そのような中で、チリ、シンガ
ポール、ニュージーランドが2002年に交渉
を開始した。その後、ブルネイが交渉に
加わり、2006年に4カ国により構成される
P4協定が発効した。P4加盟国は2008年
に金融サービスと投資の自由化を推進す
べく、P4拡大交渉を開始した。金融サー
ビスと投資の自由化に関心を持っていた
米国はオバマ政権の下で2009年に同交
渉への参加を表明した。その頃、P4は
TPP に名称が変更され、2010年に豪州、
ペルー、ベトナムも加わって、TPP 拡大交
渉が開始された。東アジアにおける地域
レベルの FTA 形成へ向けての議論の出
現が、東アジア市場から排除されることを
恐れた米国に対して、太平洋を跨ぐ地域
を包摂するTPP への参加を促した。実
際、米国は東アジアへの市場アクセス維
持を求めて、2006年に APECメンバー
により構成されるアジア太平洋自由貿易圏

（FTAAP）構想を提案している。
日本は2010年には TPP 交渉参加へ

あったことから、二つの枠組は競合関係
にあると言われることが多い。果たしてそ
うであろうか？

RCEPとTPP に含まれる項目の比較
から始めよう（表）3。両協定共に、モノお
よびサービスの貿易、投資、衛生植物検
疫（SPS）、知的財産権など世界貿易機
関（WTO）においてルールの対象となっ
ている項目だけではなく、電子商取引や
競争政策など WTO で扱われていない項
目も含まれており、包括的な内容になって
いる。但し、TPP には含まれているが、
RCEP には含まれていない項目があるだ
けではなく、両協定に含まれている項目で
あっても、TPPと比べて RCEP の方が緩
やかな規律になっている項目もある。

TPP に含まれているが RCEP に含まれ
ていない項目の中では、国有企業と労働
が注目される。TPP では、国有企業は民
間企業や外国企業と同等に扱うことが規
定されており、補助金などを用いた政府に
よる優遇措置は禁止されている。また、労
働については、強制労働や児童労働の
禁止、雇用・職業に関する差別の撤廃な
ど、国際労働機関（ILO）で定められてい
る労働における基本的原則・権利を自国
の法律等で採用することが義務付けられ
ている。これらの規定は中国など一部の
RCEP 参加国では採用が難しいと言われ
ている。

一方、同じ項目が含まれていても、TPP
と比べて RCEP において緩やかな規定
となっている項目としては、モノおよびサー
ビス貿易や電子商取引などが挙げられ
る。FTA におけるモノの貿易の自由化約
束の程度を測る指標として全輸入品目数
において関税が撤廃される品目数の割合
を示す関税撤廃率が使われる。TPP で
は、ほぼすべての参加国の関税撤廃率
は100％であるのに対して、RCEP では
100％はシンガポールのみであり、カンボジ
ア、ラオス、ミャンマーなどの ASEAN 後
発国では90％を下回っている。日本、豪
州、ニュージーランド、マレーシア、ベトナ
ムなどの両協定に参加している国において
も、TPPと比べて RCEP での関税撤廃
率は低い。

の意向を表明していたが、農業部門から
の強い反対でなかなか参加ができなかっ
た。TPP 交渉が進む中、日本の交渉参
加の可能性も出てきたことから、中国が参
加していない FTA がアジア太平洋に形
成されることを恐れた中国は、EAFTA な
いしは CEPEA のどちらであっても米国抜
きの地域統合を進めたいという思惑から、
EAFTAとCEPEA の実現に向けて作
業グループを設立することを2011年に日
本と共同で提案した。東アジアの地域統
合で中心的な役割を担うことを当然のよう
に考えていた ASEAN は、日中の共同提
案に対抗するような形で、ASEAN＋3あ
るいは ASEAN＋6といった特定の加盟
国を限定しない枠組であるRCEPを同年
に提案した。RCEP の提案は受け入れら
れ、2012年の ASEAN＋6首脳会議で
交渉開始が宣言されたが、実際の交渉
は2013年5月まで開始されなかった。

RCEP 交渉は日本の TPP 交渉への参
加が引き金となって開始された。2012年
末に首相に返り咲いた安倍首相はコメ、
小麦、牛肉などの重要農産品5品目の保
護は維持するという条件で農業部門から
の反対を乗り越え、2013年3月に TPP 交
渉参加を表明した。日本の TPP 交渉参
加表明に触発され、同年3月には日中韓
FTA、4月には日本 EU（欧州連合）経
済連携協定（EPA）、5月には RCEP、7
月には米国とEU による環大西洋貿易投
資連携協定（TTIP）などの FTA 交渉
が連鎖的に開始された。主要国が地域
経済統合における主導的立場を追求する
一方、地域統合の流れから取り残される
ことを恐れたことから、「競争的地域主義

（competitive regionalism）」の動きが
活発化した。

３.�RCEPとTPP：競合か補完か？

RCEPとTPP に関しては、日本、豪州、
シンガポールなど7カ国が両方の枠組に参
加しているが、参加国が異なることから、
それも特に、中国は RCEP のみの参加、
最終的には離脱してしまったが署名段階
までは米国は TPP のみの参加という形で

3 TPPとRCEP の概要に関しては、各々、内閣官房（2015）と外務省（2021）を参照。
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サービス貿易における自由化の約束に
ついては、規定が適用されない部門を明
記するネガティブリスト方式と規定が適用
される部門を明記するポジティブリスト方
式があり、TPP ではすべての国がより厳
格なネガティブリスト方式を採用している
が、RCEP では、カンボジア、ラオス、ミャ
ンマー、フィリピン、タイ、ベトナム、中国及
びニュージーランドの8カ国については、特
定分野においてポジティブリストを採用して
いる。但し、協定発効後、3年以内（カン
ボジア、ラオス、ミャンマーについては12
年以内）にネガティブリストに移行すること
が義務付けられている。また、電子商取
引については、TPP では大量販売用ソ
フトウェアのソース・コードの移転やソース・
コードへのアクセスの要求は禁止されてい
るが、RCEP では、それらは禁止されてい

ない。
以上の比較から、RCEPとTPP は参

加国の観点から見ると競合的な関係にあ
るが、内容で見ると補完的であることが分
かる。RCEPと比べると、TPP は自由化
に関する規律が厳しいことから、経済にお
いて政府の関与が大きい国や市場が未
成熟の後発国にとっては参加が難しい。
実際、TPP ではすべての参加国は同等
に扱われているが、RCEP では後発国は
優遇されており、後発国の経済発展への
支援が重要な目的となっている。RCEP
とTPPとの関係については、経済発展
の初期段階にあり高度な経済自由化の規
律を採用することが難しい国は RCEP に
参加することで経済発展を推進し、経済
発展が進み高度な規律を受け入れること
ができるようになったならば TPP に参加

する、という発展段階的道筋が見えてく
る。2010年に横浜で開催された APEC
首脳会議では、アジア太平洋における
地域経済統合の最終目標は FTAAP
であり、FTAAP 設立の道筋としては、
EAFTA、CEPEA、TPP があるという
ことが合意された。その後、EAFTAと
CEPEA は RCEPという形で統合された
ことから、RCEPとTPP が FTAAP 設
立に向けての道筋であると捉えることがで
きる。

４．�RCEP、TPPを巡る日中米
の思惑

RCEP や TPP は参加国間において貿
易や投資などに係る障壁を削減・撤廃する
自由貿易協定（FTA）であることから、参
加国は他の参加国への輸出や直接投資
の拡大を通して、経済成長を追求する。
但し、FTA により他の参加国からの輸入
が拡大することで、国内産業や雇用に被
害が発生する可能性もあることから、交渉
は難しい。実際、RCEP や TPP は自由
化への抵抗があったことから、交渉が長
期間に及んだのである。一方、FTA か
ら除外される国は、輸出や直接投資の拡
大の機会を失うことから、被害を受ける。
また、FTA は国際関係・国際政治にお
いても重要な影響をもたらす。特定の国と
の国際関係を緊密化する手段の一つとし
て、FTAを締結する場合は少なくない。

本節では、上述したような FTA 参加
国および非参加国への効果を踏まえて、
RCEPとTPP に対する日中米の思惑を
探ってみたい。RCEPとTPP は交渉が
長期にわたったことから、各国の思惑は
交渉期間内に変化したと思われるが、各
国の思惑が鮮明に表れたと考えられる交
渉の最終局面を中心に検討する。

（1）中国
中国にとって RCEP は東アジアへの経

済進出を可能にする極めて重要な地域
枠組である。特に2017年以降、トランプ
大統領によって仕掛けられた貿易戦争や
デカップリングによって米国への輸出が規
制され、苦境に立たされるようになって、
RCEP の意義や重要性は増大した。また、

表　CPTPPとRCEPの内容の比較

注：●は協定に含まれていることを示す。▲は一部協定に含まれていることを示す。
出所：CPTPPおよびRCEP共に各条文、WTOは筆者による調査

CPTPP RCEP WTO
財貿易の市場アクセス ● ● ●
原産地規則及び原産地手続 ● ● ●
繊維及び繊維製品 ● ● ●
税関当局及び貿易円滑化 ● ● ●
貿易上の救済 ● ● ●
衛生植物検疫措置 ● ● ●
貿易の技術的障害 ● ● ●
投資 ● ● ▲
国境を超えるサービス貿易 ● ● ●
金融サービス ● ● ●
ビジネス関係者の一時的な入国 ● ● ●
電気通信 ● ● ●
電子商取引 ● ● 　
政府調達 ● ● ▲
競争政策 ● ● 　
国有企業及び指定独占企業 ● 　 　
知的財産 ● ● ●
労働 ● 　 　
環境 ● 　 　
協力及び能力開発 ● ● 　
競争力及びビジネスの円滑化 ● 　 　
開発 ● ● 　
中小企業 ● ● 　
規制の整合性 ● 　 　
透明性及び腐敗行為の防止 ● 　 　
運用及び制度に関する規定 ● ● 　
紛争解決 ● ● ●
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ンにおいて重要な役割を担うことができる
競争力のあるデジタル部門を有している
ことから、RCEPへのインドの参加は、日本
だけではなく、他の参加国にも大きな成長
効果をもたらすことができた。さらに、日本
は豪州などの民主主義国と共に、インドに
は台頭する中国に対して均衡を保つ役割

（counterbalance）を期待していた。しか
し、インドはRCEP参加による貿易自由化か
らの被害を恐れて、交渉の最終段階で離
脱した。RCEPからインドが抜けたが、日本
は2000年代初めに提唱したインドを重要な
メンバーとする「自由で開かれたインド太平
洋（FOIP）構想」を積極的に推進すること
で、インドのアジア太平洋における地域統
合への関与を維持しようとしている6。

（3）米国
米国は高成長を続ける東アジアとの経

済関係の維持・強化に90年代以降強い
関心を持ってきた。1989年に設立された
APEC の創立メンバーであり、93年の米
国シアトルで開催された APEC では主催
国として、APECを閣僚会合から首脳会
合に格上げした。2006年には FTAAP
を提案し、2010年には TPP 交渉に参加
した。TPP 交渉では中心的な役割を果
たし、交渉合意に大きく貢献したが、その
背景には、高い規律を有する協定を設立
することで、貿易・投資の拡大を通して、
高い成長率を実現させるだけではなく、不
公正な取引慣行を梃に高成長を続ける中
国を排除することで、中国の急速な追い
上げを阻止する狙いもあった。さらに、世
界経済の中で大きな位置を占めるように
なったアジア太平洋での地域枠組形成の
中心的役割を果たすことで、機能不全に
陥っている世界貿易機関（WTO）の再構
築において強い影響力を行使することに
関心を持っていた。

米国の TPP への関心は、2017年に
就任したトランプ大統領によって消滅し、
APEC に対する関心も大きく減退した。同
大統領は米国第一主義を主張し、その
理念の下、米国の利益は TPP のような
多国間枠組ではなく、米国・メキシコや米

中国は2013年から一帯一路構想を立ち
上げ、インフラ建設を通じて、東南アジア、
南アジア、中東、アフリカ、欧州へと中国
から西へ向かう経済圏構築を進めている
が、RCEP は日本、韓国、豪州など中国
から東アジアへ延びる経済圏と捉えてお
り、アジアから欧州へとつながる中国を中
心とした一大経済圏構築において重要な
枠組みである。

中国としては、中国が RCEPを形成す
ることで、保護主義が台頭する世界経済
の中で、自由貿易を推進したと評価される
ことを望んでいる。さらに、米国がトランプ
政権による米国第一主義の下で内向きに
なる中で、アジア太平洋において影響力
を拡大させるだけではなく、米国の同盟
国である日本や豪州と米国との間に楔を
打ち込む機会だと見ている。実際、中国
の習近平国家首席は、RCEP 合意が成
立した後の、APEC での首脳会議で、米
国不参加の CPTPP への参加に強い関
心を持っていることを表明した。米国でトラ
ンプ政権からバイデン政権への移行が決
まったことから、CPTPP 参加国の中で米
国の CPTPP への復帰を望む声が上がる
中で、中国には米国復帰の前に CPTPP
への参加を実現したいという思惑がある。
但し、中国にとって CPTPP に含まれる国
有企業や労働を始めとして規律を受け入
れることが難しい項目があることから、現
状では中国の CPTPP 参加は難しい。

中国にとってRCEPが極めて重要な枠
組みであることから、RCEP交渉は中国主
導で進められたという見方がある。確かに
中国はRCEP参加国の中で最大の経済
規模を持ち、参加国の中国への貿易など
経済面での依存度が高いことから、RCEP
交渉では重要な役割を果たしてきたが、同
交渉の先導役はASEANであった可能性
が高い。そもそもRCEPはASEANの提案
により開始された枠組であり、さらにRCEP
交渉の議長はASEANの担当者が務め
ただけではなく、交渉で重要な役割を果た
したRCEP閣僚会合はすべてASEAN諸
国で開催されたことからASEANが中心で
あったことが伺える。

（2）日本
日本にとって RCEP は特に経済面で大

きな意味を持つ4。日本は RCEP によって
日本にとって輸出先として米国に次ぐ第2
位の中国と第3位の韓国（2019年）との間
に自由貿易の枠組ができることで、両国
への輸出の拡大が期待できる。また、サー
ビス貿易、投資、知的財産、政府調達、
電子取引などの分野での規律が構築され
ることで、日本企業の東アジア地域での活
動が拡大する。特に、中国への進出にお
いて強制的技術移転要求や知的財産権
侵害などの不公正取引慣行によって多大
な被害を被っていた日本企業にとっては、
RCEP によりこれらの不公正取引慣行が
抑制されることで大きな利益を享受でき
る。日本は ASEAN 諸国との間では、日
ASEAN 包括的経済連携協定を通して、
サプライチェーンの設立を促すような貿易・
投資環境を整備してきたが、RCEP によっ
て ASEAN に加えて中国と韓国との間で
もサプライチェーンの構築を容易にするよ
うな環境が創出される。RCEP への参加
が日本経済の成長への推進力になる可
能性が高いことは、米国のピーターソン国
際経済研究所で行ったシミュレーション分
析の結果からも確認できる。同分析による
と、RCEP の国民所得上昇率は、日本は
韓国と並んで1％とRCEP 参加国の中で
最も高い数値であった。因みに、中国は
0.3％、他の参加国は約0.5％であった5。

日本にはRCEPから、より大きなメリットを
引き出す機会があったが、逃してしまった。
一つは農業保護の継続である。政治的
な理由から日本の農業部門の自由化は
難しく、TPP交渉同様にRCEPでも保護
が残った。少子高齢化が急速に進む中、
経済成長を推進するためには労働や資
本などの効率的使用が不可欠であり、そ
のためには、保護の下で非効率に使われ
ている労働や資本を自由化によって、より
生産的な部門に移動させることが必要で
あったが、実現できなかった。今一つは、イ
ンドのRCEPからの離脱である。インドは
中国に次ぐ世界第2の人口を擁する巨大
市場を持つだけではなく、サプライチェー

4 日本の FTA 戦略については外務省（2020a）等を参照。
5 Petri and Plummer（2020）を参照。
6 「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」構想については、外務省（2020b）等を参照。
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被害が拡大することから、加盟国が増え
れば参加を希望する国が増えてくる。英
国は CPTPP への参加を申請した。また、
韓国やタイは強い関心を持っていることが
伝えられている。中国も関心を示しており、
参加にあたっては規律の柔軟な扱いを要
求してくる可能性があるが、高い規律を
維持しなければならない。新規加盟が期
待されるのは、CPTPP では米国であり、
RCEP ではインドである。

今後、RCEP は規律を高めて、将来、
TPPと統合する形で FTAAPを実現す
ることが期待される。米中の世界二大大
国が対立する状況においては、世界第三
の経済大国であり、米中と緊密な関係を
持つ日本はアジア太平洋における地域的
枠組み形成において先導的な役割を果た
すことが可能であり、そのような役割を果
たすことが日本、アジア太平洋地域、ひい
ては世界の経済成長と繁栄に貢献する。

米国ではバイデン政権が発足し、単独
ではなく他国との協力を積極的に進める
方向に外交政策の舵を切った。国内事情
からCPTPP参加は短期的には難しい。そ
のような状況を踏まえて、日本は利害を共
有する豪州、ニュージーランド、シンガポー
ルなどと連携を取りながら、米国との間で
FTAAPのような将来における地域統合
の姿についての議論を牽引すべきである。
幸いなことに本年は日本がCPTPPの議長
国であり、ニュージーランドがAPECの議長
国である。日本政府には、この好機を捉え
て、アジア太平洋における地域統合の実
現に向けて入念に戦略を練り、議論を前進
させることが期待されている。

国・カナダなどの二国間での枠組において
最大化できると考えた。TPP に対してはト
ランプ氏に大統領選で敗れたヒラリー・クリ
ントン氏も反対しており、米国全体が保護
主義に傾倒した。トランプ大統領は、中国
との膨大な貿易赤字が米国の雇用を奪っ
ていると考え、中国からの輸入を抑制する
ために関税を大きく引き上げたことで、貿
易戦争を仕掛けた。米国が内向きになり、
アジア太平洋への関心を失っている間
に、中国は一帯一路構想を進めると共に
RCEP で重要な役割を果たすことで、アジ
ア太平洋での存在感（プレゼンス）を着実
に拡大させている。さらに、米国が中国封
じ込めを一つの重要な目的として交渉を
主導した TPP にも強い関心を持ち始めて
いる。

昨年11月の大統領選挙でトランプ氏は
バイデン氏に敗退し、本年1月にバイデン
大統領が就任した。バイデン大統領は米
国第一主義を転換し、外国と協調して外
交政策を進めていくことを明言している。
但し、国内経済問題と新型コロナ対策が
最優先課題であり、対外経済政策では
当面新たな動きはなさそうである7。新型コ
ロナ・パンデミックという100年に一度と言
われる危機に直面している状況では、国
内経済・社会への対応が最優先であるこ
とは当然のことであるが、RCEP 署名、
CPTPP 発効、一帯一路の進展などで大
きく変わりつつあるアジア太平洋地域に対
する経済戦略について利害を共有する日
本、豪州、シンガポールとの協議を進める
必要がある。

５．�アジア太平洋の地域統合へ
向けての日本の役割

少子高齢化が進み、国内市場の拡大
が期待できない日本にとって、高成長が予
想されるアジア太平洋地域との貿易や投
資などを通じての活発な経済交流は、経
済成長の実現にあたって決定的に重要で
ある。日本企業にとってアジア太平洋は輸
出や対外直接投資を用いてビジネスを拡
大する機会を提供する。一方、日本経済
は同地域から輸入や投資などを受け入れ
ることで、活性化し、成長を実現する。

日本経済にメリットをもたらす貿易や投
資の活発な交流を実現するには、自由で
開放的であり、透明性に富み、公正かつ
安定的なルールに基づいた貿易投資環
境が不可欠である。そのような貿易投資
環境を整備・管理することが世界貿易機関

（WTO）に求められているが、WTO 加
盟国間の意見の違いなどからWTO は
期待されるような役割を果たせていない。
そのような状況においては、CPTPP や
RCEP のような地域レベルの取り決めが重
要な役割を果たす。CPTPP は発効した
ものの、協定に署名した全ての国が批准
しているわけではない。早急に批准を終
わらせ、全署名国が参加することが重要
である。RCEP は署名が終了し、現在、
加盟国は批准の手続きに入っている。で
きるだけ早く批准を終わらせ発効させるこ
とが重要である。

CPTPPとRCEP は共に加盟国を拡大
させることが課題である。FTA では加盟
国の拡大によって、除外されることによる

7 バイデン政権の通商政策については、USTR（2021）、Ahmed and Engel（2020）を参照。
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